
勝浦市公式ホームページへの広告掲載に関する取扱基準   

  

（趣旨）   

第１条 この基準は、勝浦市有料広告掲載に関する要綱（平成１８年勝浦市告示第８６号。以下｢要

綱｣という。）第２条第２号に掲げる市の公式ホームページ（以下「市ホームページ」という。）

に広告を掲載するにあたり、必要な事項について定めるものとする。   

（広告掲載の位置）   

第２条 広告の掲載位置は、市ホームページ上で指定した場所とし、別表第1で定めた位置とする。   

（広告の種類・規格）   

第３条 広告の種類は、バナー広告とし、その規格は１枠当たり次の各号のとおりとする。  

(1) 大きさ 天地60ピクセル、左右150ピクセル  

(2) 容量  ４キロバイト以内  

(3) 形式  ＧＩＦ又はＪＰＥＧ形式（アニメーションＧＩＦを除く。）  

（掲載期間及び枠数）   

第４条 広告の掲載期間は、原則として月の初日から末日までの１か月を単位とし、最大１２か

月まで連続して掲載できるものとするが、年度を越えることはできない。ただし、市長が必要

と認めた場合は、この限りでない。  

２ 広告掲載枠数は、最大１５枠とする。  

（広告掲載の募集）   

第５条 広告掲載の募集は公募とし、広報等を通じて希望者を募るものとする。   

２ 募集枠数の状況に応じて随時募集を行う。なお、枠数が埋まった時点で終えるものとする。   

（掲載料金）   

第６条 掲載料は、別表第２のとおりとする。  

（掲載申込み及び決定）  

第７条 広告掲載希望者（以下「広告主」という。）は、勝浦市公式ホームページ広告掲載申込

書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 た

だし広告主が市税等の滞納がある場合は、申込書を提出することができない。  

(1) 業務内容等を明らかにする書類等（会社案内、パンフレット等）  

(2) 画像データを印刷したもの  

２ 広告主が第４条第２項に規定する枠数を超えるときは、抽選により決定する。  

（掲載決定）  

第８条 市長は、前条第１項の申込書を受け付けたときは、速やかに広告案の内容を審査し、要



綱第３条及び第４条の規定に基づき掲載の可否を決定し、広告主に勝浦市公式ホームページ広

告掲載許可・不許可決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。  

（掲載料金の納入及び経費の負担）  

第９条 広告主は、広告掲載の決定を受けたときは、市が指定する期日までに、広告掲載料を一

括して納入するものとする。  

２ バナー広告の作成経費は広告主の負担とする。  

（広告内容等の変更）  

第１０条 市長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のページ内容等が法令に違反していると

き、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要綱に抵触していると判断したときは、広告主

に対して広告の内容等の変更を指示することができる。  

２ 広告主は、広告掲載の申込み後及び広告掲載期間中にリンク先のページ内容等を変更する場

合には、市と事前に協議しなければならない。  

（掲載の取消し）   

第１１条 市長は、指定する期日までに、広告掲載料を納入しなかったとき、若しくは前条第1

項による指示に従わないとき、その他広告掲載に係る事業の進行に支障があると認めたときは、

掲載を取り消しの上、勝浦市公式ホームページ広告掲載決定取消通知書（様式第３号）により

通知する。  

（広告のデザイン）   

第１２条 バナー広告のデザイン及び色彩などは、市のホームページのイメージを損なうことの

ないよう、広告主と調整してから掲載するものとする。  

（掲載の一時中止）  

第１３条 市のホームページへの広告掲載を実行した後、次の各号のいずれか一に該当するとき

は、広告主が適切な措置を講じるまでの間、ホームページへの広告掲載を中止することができ

るものとする。  

(1) 広告表示からリンクを指示した箇所に広告主が管理するホームページが存在しなくなっ

たとき  

(2) 広告表示からリンクを指示した箇所に存在するホームページについて広告主の管理が及

ばなくなったとき 

（掲載料の還付）  

第１４条 掲載の決定後、専ら市の責めに帰す理由により掲載ができなくなったときは、既納の

広告掲載料を還付するものとする。  

２ 前項の返還する料金の額は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とする。  



（掲載料の不還付等）   

第１５条 掲載後、広告主の責めに帰すべき理由により、掲載が中止になったときは、既納の広

告掲載料は、返還しない。   

２ 広告主は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、市に損害を与えた場合は、その損

害を賠償するものとする。  

（免責事項）  

第１６条 広告主は、次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止する場合にあっては、当

該停止に係る料金の返還、損害の補償等を市に請求しないものとする。  

(1) 市のサーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等に伴う停止  

(2) 火災及び地震、水害、落雷等の天災、悪意を持つ第三者によるサーバーその他、市のコン

ピュータへの不正アクセス  

（契約の解除）  

第１７条 広告主が、契約期間が満了する前に契約を解除し、広告の掲載を中止した場合、既に

支払われた料金、設備投資、費用負担、逸失利益その他掲載者に生じた損害につき市は一切の

責任を負わないものとする。  

（その他）   

第１８条 この基準に定めるもののほか必要とする事項は、別に定めるものとする。  

  

附 則   

この基準は、平成１９年１月１日から施行する。   

附 則（平成１９年５月３０日告示第７７号） 

この基準は、平成１９年６月１日から施行する。 
附 則（平成２０年３月２６日告示第２５号） 

この基準は、平成２０年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



別表第１（第２条関係）  

広告掲載の位置  

(ヘッダー)  

勝浦市  
 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

(レフト)  

  

  

(トップ)  

 

        

１５ 

 

最大１５枠設置する。  

  

 

別表第２（第６条関係）  

掲載料 

掲載位置  区分  １枠当り掲載料 

市内  月額     ６，０００円 トップページ  

市外 月額  １０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第７条関係） 

                                    年   月   日 

  

勝浦市長             様  

  

住        所 

会社・団体名 

代 表 者 名                印  

  

勝浦市公式ホームページ広告掲載申込書 

 

勝浦市公式ホームページへの広告掲載について、「勝浦市有料広告掲載に関する要綱」及び「勝浦 

 市公式ホームページへの広告掲載に関する取扱基準」に基づく条件等について承諾の上、下記のとお 

 り申込みます。  

記 

ファイル名   １ 掲載を希望するバナー広告 

サイズ（ﾋﾟｸｾﾙ）縦 横 容量 ＫＢ 

２ 添付媒体  

（完全なｳｨﾙｽﾁｪｯｸをしたもの）
ＦＤ、ＣＤ、ＭＯ、その他（        ） 

３ リンクする 

ホームページ アドレス  
http://  

４ 掲載希望期間        年    月  ～     年    月 

５ その他 ・勝浦市税の滞納はありません。 

・勝浦市が私の勝浦市税の納付状況を調査することに同意します。

電 話   

Ｆ Ａ Ｘ  

E - m a i l  

〔連絡先〕 

担当者名  

 

【添付書類】  

１ 業務内容等を明らかにする書類等（会社案内、パンフレット等）  

２ 画像データを印刷したもの  

                                               

※この欄は記入しないでください。   

審   査  備   考  

審 査 日 時  

結      果 

年   月   日  

□掲載  □否掲載  

  



様式第２号（第８条関係） 

第         号 

                                年    月    日  

  

 様  

  

勝浦市長  

  

  

勝浦市公式ホームページ広告掲載許可・不許可決定通知書  

 

勝浦市公式ホームページへの広告掲載に関する取扱基準第８条の規定に基づき、下記のとおり 

決定したので通知します。  

  

記  

１ 掲載許可  

  

２ 掲載不許可  

  （掲載不許可理由                             ）  
  
１ 広告掲載位置  勝浦市トップページ  

２ 広告内容    

３ 掲載期間  年   月  ～     年   月  

４ 広告掲載料    

５ 納入期限        年   月   日  

 

摘 要 

  

  

 

 

 

 

担 当：企画課 広報統計係  

            電 話：0470-73-6623（直通）  

                          Ｅ-mail:kikaku@city-katsuura.jp 

 

 

 



様式第３号（第１１条関係）  

                                年   月   日  

  

                  様  

  

勝浦市長   

  

  

勝浦市公式ホームページ広告掲載決定取消通知書  

 

年  月  日付け  第   号で決定した、勝浦市公式ホームページへの広告掲載について、 

次のとおり掲載の決定を取り消したので通知します。  

  

  

記  

  

  

取消理由  

  

 


